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健康保険の被扶養者に 

国内居住要件が求められます 

外国人労働者の受入れ拡大に伴い、2020

年４月 1 日から健康保険法の被扶養者にも

国内居住要件が求められることになりまし

た。外国人労働者の母国に残された家族の

疾病、負傷などについても日本の健康保険

で給付を行うことになれば、保険財政を圧

迫するからです。被扶養者として認められ

るには、原則として、日本国内に住所を有す

ることが要件ですが、外国にいても被扶養

者として認められる者や日本国内にいても

被扶養者から除外される者など一定の例外

がありますので、そこを整理します。  

◆法律の条文（改正後の健康保険法第３条

７項）  

この法律において「被扶養者」とは、次に

掲げる者で、日本国内に住所を有するもの

又は外国において留学をする学生その他の

日本国内に住所を有しないが渡航目的その

他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎

があると認められるものとして厚生労働省

令で定めるもの（※１）をいう。ただし、後

期高齢者医療の被保険者等である者その他

この法律の適用を除外すべき特別の理由が

ある者として厚生労働省令で定める者（※

２）は、この限りでない。  

１号～４号   略  

◆日本国内に住所を有しないが、例外的に

被扶養者と認められる者  

上記※１の「渡航目的その他の事情を考

慮して日本国内に生活の基礎があると認め

られるものとして厚生労働省令で定めるも

の」とは、下記の人たちをいいます。  

① 外国において留学をする学生  

② 日本からの海外赴任に同行する家族  

③ 海外赴任中の身分関係の変更により

新たな同行家族とみなすことができる

者（海外赴任中に生まれた被保険者の

子ども、海外赴任中に結婚した被保険

者の配偶者など）  

④ 観光・保養やボランティアなど就労

以外の目的で一時的に日本から海外に

渡航している者（ワーキングホリデー、

青年海外協力隊など）  

⑤ その他日本に生活の基礎があると認

められる特別な事情があるとして保険

者が判断する者  

◆日本国内に住所を有するが、例外的に被

扶養者と認められない者  

上記※２の「この法律の適用を除外すべ

き特別の理由がある者として厚生労働省令

で定める者」とは、下記の人たちをいいます。 

①  「医療滞在ビザ」で来日した者。医療

滞在ビザとは、日本において治療等を

受けることを目的として訪日する外

国人患者等（人間ドックの受診者等を

含む）及び同伴者に対し発給されるも

のです。  

②  「観光・保養を目的とするロングステ

イビザ」で来日した者（富裕層を対象

とした最長１年のビザ）  

なお、国民年金の第３号被保険者につい

ても、健康保険と同じ 2020 年４月 1 日から

国内居住要件が求められますが、その要件

は上記※１、※２と同様に判定されます。第

1 号被保険者については、従来から国内居住

要件がある一方で、国内にいても被保険者

から除外される例外規定が新設されました

が、それは上記※２と同様に判定されます。 
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